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国民年金保険料の納め忘れがあると、老後に受け取る
年金が減額されたり、受けられなくなる場合があります。
被保険者の皆様の年金権を確保するために、納付期限を
過ぎても保険料の納付が確認できない場合に社会保険事
務所の職員または社会保険事務局が委託を行った者から、
「お電話」より納付のご案内を行っております。委託を受
けた者は、国家公務員と同様の守秘義務が課せられてお
り、必要な情報以外は閲覧できないこととなっています。
平成19年度においては「株式会社オリエントコーポ

レーション」がお電話による納付のご案内を行っており
ます。
夜間・休日にもお電話をおかけしていますので、ご理

解とご協力をお願いいたします。

月～金／９:15～17:15 土・日曜日は休み


